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定款の一部変更に関するお知らせ  

当社は、平成 22 年６月２日開催の取締役会において、平成 22 年６月 25 日開催予定の定

時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

記 

 

１．定款変更の目的 

当社は、利益配当の基本方針といたしまして、長期にわたる安定基盤の確立を努める

とともに、継続的かつ安定的な配当を維持し、利益配当配分の強化をしていくこととい

たしておりますが、今後、配当機会を増し、より機動的な配当政策を実施していく為に、

現行定款第 36 条に定める剰余金の配当に係る基準日の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。  
（下線部分は変更部分を示しております）  

現行定款  変更案  

（剰余金の配当の基準日）  
第 36 条 当会社の期末配当金の基準日は、毎

年 3 月 31 日とする。  
 
 
 
 

2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年

9 月 30 日とする。  
3. 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余

金の配当をすることができる。  

（剰余金の配当の基準日）  
第 36 条   当会社の各四半期配当の基準日は以

下のとおりとする。  
第１四半期配当 6 月 30 日  
第２四半期配当 9 月 30 日  
第３四半期配当 12 月 31 日  
第４四半期配当 3 月 31 日  

 （削除）  
 

2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。  

 
３．日程 

 取締役会決議  平成 22 年６月２日  （水曜日）  
株主総会開催日 平成 22 年６月 25 日（金曜日）（予定）  

 効力発生日   平成 22 年６月 25 日（金曜日）（予定）  
 以  上  

 


